
町字より下位のデータ整備の方針について
２０２６年２月

資料４
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本日議論いただきたいこと
背景：
アドレス・ベース・レジストリにおける町字より下位の情報（街区符号・住居番号・地番）については、住居表
示情報と地番情報を地図上で重ね合わせることで行政運営の効率化や、その先の国民の利便性向上を図る
ことが可能である一方、
・街区符号・住居番号については、紙台帳での管理が主流であること
・地番については、公共座標の整備が限定的であること

等の実情も踏まえ、対応を検討することとされた。

時を同じくして、地方公共団体が行う「住居表示」業務については、地方公共団体からの要望も踏まえ、デ
ジタル行財政改革会議から、デジタル庁・総務省に対し、国によるシステムの「共通化」の検討の指示が来てい
るところ。

本日議論いただきたい課題：
双方の検討の動きも踏まえ、街区符号・住居番号・地番に係るデータ整備の方向性について、議論いただきた
い。
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地図を介した住居表示情報と
地番情報の紐づけによる
行政運営の効率化について
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東京都 千代田区 霞が関二丁目 １番 ６号

石川県 加賀市  大聖寺南町ニ ４１番地

都道府県 市区町村 街区符号 住居番号

都道府県 市区町村 町字 地番

住居表示を実施している

住居表示を実施していない

自治体（市区町村）が付番

法務局が付番

町字

町字

街区符号 住居番号

地番地方自治法

住居表示に関する法律

不動産登記法
【根拠法令】

自治体（市区町村）が更新

自治体（市区町村）が更新

アドレス（住所・所在地）の階層構造
2025年3月31日

第1回 ベース・レジストリ推進有識者会合
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第3回 ベース・レジストリ推進有識者会合（2025年5月26日）資料３ より抜粋

• 住居表示情報（街区符号・住居番号）と地番を地図上で重ね合わせることで、地図等の公用請求の削
減や、登記事項証明書や各種図面の請求が容易となり、行政運営が効率化する他、航空写真等と組み
合わせて利用することで、更なる行政事務の効率化・高度化にもつながることが期待される。

住居表示情報と地番情報の紐づけによる行政運営の効率化

航空写真と地番の組み合わせ 住居表示と地番の組み合わせ
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住居表示情報と地番情報の紐づけに必要な対応策
• 住居表示情報と地番を地図上で重ね合わせる上では、データに応じた対応の検討が必要。
• ①住居表示台帳の多くは紙で管理されており、データ化されていないこと、②地番（公共座標）に関し、最
新性を確保したデータが必要であること、③地番（任意座標）のデータがそもそも必要であることから、他の
ベース・レジストリと同様に、データを保有する機関のインセンティブも踏まえ、費用対効果も踏まえながら検
討する必要がある。

データ 対応策

街区符号・住居番号
（位置情報）

紙の自治体 台帳電子化

システム導入済自治体 データ抽出
（データ連携要件の策定）

地番
（位置情報）

公共座標 行政機関で利用可能な
データの整備

任意座標 地図への落とし込み
（代替地図の選定）
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住所・所在地情報管理システムの
「共通化」について
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国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針
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住所・所在地情報管理システムの共通化検討 2025年8月7日
国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議
会ワーキングチーム（第7回）資料１
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住所・所在地情報管理システムの共通化検討 2025年8月7日
国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議
会ワーキングチーム（第7回）資料２

８．住所・所在地情報管理システム
 (1) 制度所管府省庁 デジタル庁（総務省）
 (2) 選定の理由
住所・所在地情報は、郵便物の円滑な配達や防災活動の迅速な対応など、公共サービスの基盤として重要な役割を果たしているが、町字
より下位の情報に ついては、不動産登記法に基づく地番を用いる場合と、住居表示法に基づく街区符号及び住居番号（以下「住居番号
等」という。）を付番する場合が存在しており、地番は法務省、住居番号等は市区町村が管理している。現在、民間事業者を中心として、官
民の様々な主体が、法務省及び市区町村から個別に住所・ 所在地情報を収集し、自らのデータベースの整備を行っているため、社会全体で
の整備・更新コストや情報を提供する法務省・市区町村の事務負担が重複していることに加え、データ互換性の欠如といった問題が生じている。
そのため、デジタル庁を中心として、行政機関間の情報連携や民間事業者を含めたデータの利活用を推進するため、「公的基礎情報データ
ベース整備改善計画」に基づき、アドレス・ベース・レジストリの整備を進めており、現在、整備が進んでいる町字のデータだけでなく、地番及び住
居番号等について、ID体系や表記揺れの是正を含めた整備の在り方に関する方策を検討している。 今後、仮に、デジタル庁が市区町村の管
理している住居番号等をメール等に より職員から情報収集すれば、市区町村の業務負荷が大きくなることが懸念される。 こうしたことを回避す
るためには、例えば、デジタル庁が管理するアドレス・ ベース・レジストリの機能として、市区町村が住居表示業務を実施することができる共通の
システムを整備することにより、市区町村職員が住居表示業務を実施するのと同時にアドレス・ベース・レジストリに住居番号等のデータが自動で
蓄積される仕組みを構築することができる。これにより、市区町村職員の負担を増やさずに、社会全体でのコストを最小化しながら、データの利
活用が可能となることが期待される。住所・所在地情報は、今後、アドレス・ベース・レジストリとして国が一元的に整備・提供を行う予定であると
ころ、市区町村が個別にシステムを構築するよりも共通化した方がトータルコストを最小化できると考えられるため、住所・所在地情報管理シス
テムを共通化の対象候補とする。 ＜参考＞令和７年地方分権提案（管理番号 363）
 (3) 依頼事項
デジタル庁及び総務省は、デジタル庁及び法務省にて整備を進める不動産ベース・レジストリの動きとも連携し、令和８年３月末までに、共
通化の方法や今後のスケジュールを記した推進方針案を策定されたい。その際、多くの市区町村において住居番号等を管理するための住居表
示台帳が紙管理となっていることを踏まえ、アドレス・ベース・レジストリに効率的にデータを蓄積できる仕組みの構築を念頭に置きながら、共通化
を進めるための調整コストにも留意の上、国・地方を通じたトータルコストが最小化する方法を検討されたい。 検討状況については、令和７年
12 月に国・地方連絡協議会に対し、中間報告されたい。
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（参考）令和7年 地方からの提案
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住所・所在地情報管理システムに係る検討状況（中間報告）
１．概要 
共通化の選定候補として「住所・所在地情報管理システム」が選定されている理由は、国がアドレス・ベース・レジストリの整備を進めてい ると
ころ、市区町村が住居表示に関する法律（昭和三十七年法律第百十九号）に基づき管理する街区符号・住居番号等の情報については、
アドレス・ベース・レジストリを構成する重要な情報であるからである。 具体的には、本取組を推進する結果として、現在紙で住居表示台帳を 
管理する多くの市区町村において台帳の電子化が進み、結果として、他の行政機関や民間事業者が必要とするデータが整備され、当該デー
タを活用する他の行政機関における行政運営の簡素化や民間事業者の業務の処理における利便性の向上が図られるものであるからである。
そのため、目指すべきは、「システムを共通化すること」それ自体ではなく、住所・所在地情報に関する必要なデータが、他の行政機関や民間
事業者が利活用可能な状態となっていることとし、既に一部の地方公共団体が利用している既存システムの標準化や利用促進、それらのシ
ステムとの連携含めて、現時点では対応策を一つに限定することなく、対応を検討することとする。まずは、国による共通システムの整備や運用
が、予算、システム、業務上実現可能かどうかを検証するため、協力いただく地方公共団体を募り、パイロットシステムを通じた業務検証を実
施することとし、その結果を踏まえ、改めて、共通化を進めることの是非含めた対応方針を策定することとしたい
２．検討経緯 
２０２５年８月～ 地方公共団体に対する個別ヒアリングの実施
※業務実態や利用システムの現状把握のため、システム化済／未実施双方の合計３０団体弱に実施。
２０２５年１２月～ アンケート調査の実施
※業務実態把握／政策効果算出のため、住居表示を実施する全団体宛に発出
３．今後の予定 
２０２６年２月 協力いただく地方公共団体の公募
２０２６年３月 協力いただく地方公共団体の決定
２０２６年４月～ パイロットシステム開発／紙台帳電子化事業開始
２０２７年４月～ 業務検証
２０２７年６月 対応方針の策定
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地方公共団体における業務実態調査 ① 概況
• 住居表示台帳の電子化未実施団体の割合は約7割
• 電子化未実施の団体のうち、約9割が庁内他部署からの情報照会対応等を実施
• 電子化未実施の団体のうち、約8割が情報公開請求に対応。年平均約11件、1件あたり最大16.4時間

【調査概要】
調査時期：2025年12月～2026年1月
調査対象：全国の地方自治体（市区町村）のうち住居表示実施自治体566団体
有効回答数：477団体/566団体（回収率84.2%）

他課からの問い合わせを
受けている自治体の割合

88.5％

住居表示台帳に関わる
情報公開対応の割合

82.1％
年間平均対応件数

11.2件
情報公開請求対応に
要する時間の平均時間

16.4時間
対象： 2024年度問い合わせ実績あり307団体/住居表示実施
済み477団体のうちシステム未実施自治体347団体

照会元部署※
住民課（住民基本台帳担当課）
固定資産税課（家屋担当）
ごみ収集センター・水道局（新築把握）
※部署名は各自治体ヒアリング結果に基づく

【調査概要】
割合： 2024年度情報公開実績あり285団体/住居表示実施済
み477団体のうちシステム未実施自治体347団体
件数： 2024年度情報公開実績あり285団体の平均対応件数
（年間）

住居表示台帳システム化
未実施率

72.7％

28.7%

44.0%

27.3%

システム化未実施（ExcelやIllustratorを使用）
システム化未実施（紙のみ）
システム化済（独自構築、またはパッケージ製品導入）
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地方公共団体における業務実態調査 ② ベストプラクティス
• 地番の位置情報の活用や、建築確認申請との連携等、データの利用に関する先進事例が存在
• 一方で、建物の滅失の捕捉には各団体ともに、苦労しながら対応している状況
• 近年、様々な交付金（半額国庫補助等）を活用し、台帳の電子化や庁内でのデータ連携に取り組む自
治体が増えている。

建築確認申請との連携

• 新築届出ではなく、建築確認申請情報を活用し、
住居番号の付定対象となる建物を確実に捕捉。

地番情報の活用

• 団体内で保有する地番の位置情報を活用し、新
築届出に記載の地番から、住居番号の付定対象の
建物の場所を迅速に捕捉

一般的な例

新築届出に記載された地
番を入力すると、住居番号
の付定対象の建物の場所
をシステム上、自動表示

先進事例
建築主

建築確認申請
担当課

住居表示
担当課

①建築確認申請 ②新築届

建築主

建築確認申請
担当課

住居表示
担当課
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地方公共団体における業務実態調査 ③ システム化による政策効果

• 電子化未実施団体がシステム化した場合の住居表示業務実施部署における効率化の効果は合計年約
18億円

• 住居表示台帳のデータを活用することによる庁内他部署の効率化や、他の行政機関や民間事業者含めた
政策効果も今後算出

➀新築届対応
約14.2億

➁転入届対応
約3.6億

➂内部問い合わせ対応
約0.1億

合計

約18億円

➃情報公開対応
約0.2億

届出住所の確認の効率化や台帳を使った作業の工数削減

情報公開請求に応じた資料作成工数の削減

転入届受付時の住所確認の効率化や照会対応の工数削減

転入届受付時の住所確認の効率化や照会対応の工数削減

【算出方法】
自治体の業務効率化効果 = 各業務の削減工数 × 職員人件費単価
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参考 積算詳細

【算出方法】
自治体の業務効率化効果 = 各業務の削減工数 × 職員人件費単価
として下記の通り算出

【調査概要】

調査時期：2025年12月～2026年1月
調査対象：全国の地方自治体（市区町村）のうち住居表示実施自治体566団体
有効回答数：477団体/566団体（回収率84.8%）

詳細データ表
1.住居表示台帳システム化実施/未実施（回答 477団体 ※３団体未回答）

最も作業時間を要した情報公開請求対応に要する時間の平均時間 16.4時間

2. 問い合わせ・対応の詳細（システム化未実施の自治体347団体）

3. 情報公開対応（システム化未実施の自治体347団体）

地方公共団体における業務実態調査詳細 システム化による政策効果

【効果の内訳（年間）】合計 約18億円

【前提条件】
対象：住居表示台帳のシステム化未実施の全国約400自治体が導入したと想定して算出
人件費単価：2,500円/時間（自治体職員の標準時給）
処理件数：自治体規模別の実態調査に基づく年間処理件数を使用（下記）

規模 新築届 転入届 他課からの問
い合わせ 情報公開 人口規模（想定） 団体数（想定）

小規模 ～200件 ～200件 ～5件 ～5件 ～10万人 240

中規模 ～700件 ～700件 ～20件 ～20件 10～30万人 120

準大規模 ～2,000件 ～2,000件 ～40件 ～30件 30～70万人 28

大規模 ～8,000件 ～8,000件 ～100件 ～50件 70万人以上 12

項目 削減時間
/件

年間処理件数
（想定） 年間削減工数 政策効果額主な効率化内容

➀新築届対応 120分 284,000 約57万時間 約14億円台帳検索・登録作業の簡易化

➁転入届対応 30分 284,000 約14万時間 約3.6億円住所確認の効率化・迅速化、照会対応削減

➂内部問合せ 30分 5,920 約0.3万時間 約0.1億円住所確認の効率化・迅速化、検索時間削減

➃情報公開 180分 2,320 約0.7万時間 約0.2億円資料作成・個人情報など黒塗り作業の効率化

住居表示台帳の問い合わせ・利用実績（2024年度） 回答数 割合(%)
①他課からの問合せを受けていない自治体 40 11.5%
②他課からの問合せを受けている自治体 307 88.5%

①＋②合計 347 100.0%

住居表示台帳に関わる情報公開対応実績（2024年度） 回答数 割合(%)
①情報公開請求が1件以上あった自治体 285 82.1%
②情報公開請求が0または未記入の自治体 62 17.9%

①＋②合計 347 100.0%

システム化実施状況 回答数 割合(%)
①システム化済（独自構築、またはパッケージ製品導入） 130 27.3%
②システム化未実施（ExcelやIllustratorを使用） 137 28.7%
③システム化未実施（紙のみ） 210 44.0%

②＋③システム化未実施 347 72.7%
①＋②＋③合計 477 100.0%
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共通システムを整備した場合のイメージ
整備後整備前

データ管理
自治体システム化

①データ整備〇
データ提供〇

自治体自治体

一部システム化 紙台帳

紙で提供データ提供 紙で提供

自治体

自治体

データ管理データ管理
自治体

連携

②データ整備〇
データ提供×

③データ整備×
データ提供×

データ提供

他の行政機関・民間事業者

連携

共通システム

住居表示情報
管理機能

他の行政機関・民間事業者



実証事業の全体像
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• デジタル行財政改革会議における検討事項である「国による共通システム」の整備や運用が、予算、システ
ム、業務上実現可能かどうかを検証するため、協力いただく地方公共団体を募り、パイロットシステムを通じ
た業務検証を実施。
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実装 イメージ
• 地方公共団体で管理する地番情報、住居表示情報、航空写真をシステム上で重ね合わせることで、住居
表示業務だけでなく、用地取得、水道事業等、様々な事務を効率的に実施することが可能となる可能性。

地番情報と住居表示情報を重ね合わせる例 地番情報・住居表示情報・航空写真を重ね合わせる例
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背景地図 更新前 背景地図 更新後

建物代表点の周りに建物ポリゴンがない場合に、アラートを出す
機能を活用し、建物の滅失を捕捉することが可能となる可能性

建物が滅失

• 住居番号を付定した建物位置の情報と、背景地図（地理院地図や自治体保有の都市計画基本図）
の建物データをGISで利用することで、建物の滅失※を検出できる可能性。
※建物等の滅失があった場合でも、所有者等からは必ずしも住居番号の廃止の申し出があるわけではない

【参考】システム化によるデータ品質向上の可能性

背景地図
2026年3月

住居表示台帳
背景地図

2028年6月

住居表示台帳
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本日議論いただきたいポイント

地図を介した住居表示情報と地番情報の紐づけの対応について
• 地方公共団体が保有するデータで活用できるものはあるか。

住所データの品質向上について
• 建築確認申請等との連携による新規の建物の捕捉や、航空写真等との連携に
よる滅失建物の捕捉等、電子化することで、住居表示台帳のデータの品質も向
上可能なのではないか。

→ いずれにしろ、まず、地方公共団体内の住居表示関連の業務効率化を追求
し、その結果、整備されるデータを活用する他の行政機関や民間事業者の効率化
を図る、という順番で進めていくのではないか。
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